
熊本県央水災害対策合同会議 議事概要 

【第 7 回 白川・緑川水系流域治水協議会】 

【第 4 回 熊本県県央地域水防災意識社会再構築協議会】 

【令和 8 年度 白川・緑川水防連絡会】 

【令和 8 年度 白川・緑川洪水予報連絡会】 

 

 

日 時 ：令和 8 年 5 月 21 日(木) 14:00～16:00 

場 所 ：KKR ホテル熊本 ２階（城彩） 

出 席  ：熊本県（土木部、河川課、砂防課、下水環境課、農地整備課、企業局 発電総合管理

所、県央広域本部 土木部、県央広域本部 宇城地域振興局、県央広域本部 上益城

地域振興局、県北広域本部 土木部、県北広域本部 阿蘇地域振興局、熊本県警察本

部、熊本中央警察署、熊本南警察署、熊本東警察署、御船警察署、宇城警察署）、熊

本市、阿蘇市、合志市、高森町、西原村、宇土市、宇城市、甲佐町、御船町、嘉島町、

美里町、益城町、防衛省、NTT 西日本株式会社、日本放送協会熊本放送局、九州旅

客鉄道株式会社、一般財団法人 河川情報センター、九州経済産業局、九州防災エキ

スパート会、株式会社 鶴屋百貨店、株式会社 熊日会館、気象庁、林野庁 九州森林

管理局、緑川ダム管理所、阿蘇砂防事務所、熊本河川国道事務所 

WEB   ：熊本県(防災推進課)、大津町、南阿蘇村、環境省、農林水産省、国立研究開発法人 

森林研究・整備機構森林整備センター、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会

社熊本水力センター、阿蘇ジオパーク推進協議会、テトリアくまもと 

               

 

Ⅰ．次第 

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 議事 

1）各協議会規約 

2）流域治水や水防災意識向上に関する取組について 

3）令和 7 年 8 月出水の概要及びその後の取組について 

4）事業継続力強化計画認定制度や支援について 

5）令和 8 年 5 月 29 日からの防災気象情報の改善について 

6）防災情報の共有について 

4. 閉会  

 

 

 

 

 



Ⅱ．挨拶 

（熊本河川国道事務所 和田所長） 

・近年地球温暖化の影響により、全国各地で水害による甚大な被害が出ており、緑川水系では令和

7 年 8 月の大雨で城南水位観測所、中甲橋水位観測所で既往最高水位を記録した。 

・流域治水の今後のさらなる推進のため、行政のみならず民間企業や地域住民の皆様方と取り組み

の輪を広げ、分野横断的な連携を一層強化していきたい。 

 

Ⅲ．議事 

■１）各協議会規約 

・資料１を用いて各協議会の目的及び規約の変更箇所を説明した。 

・意見等無ければ、本日付で改訂する。 

 意見無しのため、改訂とする。  

 

■２）各機関の流域治水や水防災意識向上に関する取組について 

・各機関より、「流域治水プロジェクト 2.0」としての取組の状況と今後の計画について共有した。 

 

■３）令和 7 年 8 月出水の概要及びその後の取組について 

・各機関より、令和 7 年 8 月出水の被害状況、災害発生時の対応、災害後の復旧活動について共

有した。 

・「令和 7 年 8 月の大雨による浸水被害に関する検討会」の内容を踏まえて更新した、「流域治水

プロジェクト 2.0」を説明した。 

 修正等、意見無しのため、本内容にて更新する。 

 

■４）事業継続力強化計画認定制度や支援について 

（九州経済産業局からの情報提供） 

・企業・組織における BCP 策定の促進に向けた、事業継続力強化計画認定制度による支援策につ

いて情報提供を行った。 

 

■５）令和 8 年 5 月 29 日からの防災気象情報の改善について 

（熊本地方気象台からの情報提供） 

・防災気象情報について 5 段階の警戒レベルを設けたこと、線状降水帯の発生等の現象について

段階的に情報発信をすることなどの改善点について情報共有を行った。 

・今年の梅雨の見通しについて情報共有を行った。 

 

■６）防災情報の共有について 

（熊本河川国道事務所からの情報提供） 

・白川・緑川における洪水予報に関連する情報として、水防法に基づく氾濫通報制度の新設、白川

緑川における重要水防箇所、及び国土交通省の取組等について情報共有を行った。 

― 以上 ― 


